
平成 23・24年度 阿賀野市小規模工事等契約希望者登録について 

１ 阿賀野市小規模工事等契約希望者登録とは 
 この制度は、阿賀野市が発注する公共施設及び出先機関等の小規模な工事や修繕のうち｢小額で内容

が簡易なもの｣について受注を希望する方を登録し､市内の小規模業者が直接工事を受注できるように

するものです。 
 平成２２年度以前に登録された方であっても、改めて申請をする必要があります。 
 
 《登録できる方》 
    阿賀野市内に主たる事業所（本社、本店）を置く法人及び個人で、阿賀野市入札等参加資格者

名簿（建設工事）に登載されていない方。（建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問い

ません。） 
 《登録できない方》 

(１) 市税を滞納している方 
(２) 阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程（平成１６年阿賀野市告示第１１３号）に基づく
入札等参加資格者名簿に登載されている方 
（３）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方  

 
２ 対象となる工事・修繕 
 対象となる小規模な工事等は、別表に掲げる業種の内容ごとの予定価格が１３０万円未満で、内容が

簡易、かつ、履行の確保が容易な修繕又は小規模工事です。 
 
３ 登録申請の方法 
 登録を希望される方は、登録申請書に次の添付書類を提出してください。 
（１）阿賀野市納税証明書又はこれに代わるもの 
（２）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し 
（３）申請時前１２ヶ月の工事実績表 

 
４ 登録の受付および有効期間 
 （１）登録の受付は、随時行っています。 
    有効期間は平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日までです。 
    但し、４月１日以降に申請された方の有効期間は受付した日から平成２５年３月３１日までの

間です。 
 （２）申請書等の配布及び受付場所は、財政課（市役所２階）です。 
   ※ 申請書は、こちらからもダウンロードできます。 
       ⇒申請書ＰＤＦダウンロード（72KB） 
        申請書 wordダウンロード（24KB） 
 
５ 登録事項の変更等 
 登録申請をした後で、申請事項に変更が生じた場合は「変更届」を、事業を中止または廃止した場合



は「中止（廃止）届」を速やかに財政課へ提出してください。 
※ 変更届・中止（廃止）届は財政課で配布、又はこちらからもダウンロードできます。  
       ⇒変更届ＰＤＦダウンロード（48KB） 
        変更届 wordダウンロード（21KB） 
 
       ⇒中止（廃止）届ＰＤＦダウンロード（49KB） 
        中止（廃止）届 wordダウンロード（21KB） 
 
６ 登録の取り消し 
 登録名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されます。 
 （１）「１」に規定している登録できる方に該当しなくなった場合。 
 （２）契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正または不誠

実な行為があった場合。 
 
７ 契約の方法 
 原則として複数の業者で見積り合わせにより、最低価格を提示した人と契約することになります。契

約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って書面により契約します。受注した工事等は、

自ら履行することを原則とし、一括下請け（丸投げ）はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業

種で登録してください。 
 
８ その他 
 登録を申請をした人は、登録名簿に登録され、市が発注する小規模工事等の指名業者選定の対象にな

りますが、登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありません。 
 
別 表 
番号 業 種 工事の内容 
１ 土木 土木工事 
２ 建築 非木造建築の修繕 
３ 大工 大工工事・造作工事・型枠工事 

４ 
左官・タイル・れ

んが・ブロック 
左官工事・モルタル工事 

５ 石 石積む（張り）工事・コンクリート（張り）工事 
６ 屋根 屋根ふき工事（瓦・ストレート・金属薄板等） 
７ 電気 引込線工事・電気設備工事・照明設備工事等 

８ 管 
冷暖房設備工事・空気調和設備工事・給排水、給湯設備工事・厨

房設備工事・衛生整備工事・浄化槽工事・水洗便所設備工事・ガ

ス管配管工事・ダクト工事・管内更正工事 
９ 板金 板金加工取付工事・建築板金工事 
１０ ガラス ガラス加工取付工事 



１１ 塗装 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付ける工事 

１２ 内装 インテリア工事・壁張り工事・内装間仕切り工事等 
１３ 木製建具 木製建具取付工事・ふすま工事 
１４ その他の建具 金属製建具取付工事・サッシ取付工事・シャッター取付工事など 
１５ その他の工事  
 
  登録の受付・問い合わせ 

〒９５９－２０９２ 
   新潟県阿賀野市岡山町１０番１５号 
阿賀野市役所 財政課管財係 

  TEL ０２５０－６２－２５１０ 


